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○ 取扱い

原則として、「薬物性歯肉炎」病名で、 「Ｊ０６３ 歯周外科手術 ３

歯肉切除手術」の算定を認める。

○ 取扱いの根拠

薬物性歯肉炎は、抗てんかん薬等の副作用により、歯肉が増殖・肥大し

ている状態であり、この場合は、歯肉を正常な形態に戻す歯肉切除手術を

行うことが適切であると考えられる。


